船橋市工業振興支援事業補助金交付要綱
　（目的等）

第１条　この要綱は、国際規格の認証取得、エコアクション２１の認証登録、産業財産権の取得、展示会等への出展、ホームページの制作や改修を行う本市内の中小企業者等に対し、工業振興支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、中小企業者等の事業活動の活性化を図り、もって本市産業の振興に寄与することを目的とする。

２　補助金の交付に関しては、船橋市補助金等の交付に関する規則(昭和５６年船橋市規則第５０号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

　（対象）

第２条　補助金の交付を受けることができるものは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項第１号に規定する中小企業者又は工業団体もしくはそれに準ずる団体であって、市内に本社又は事業所等を有するものとする。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象者としない。
(1)　国、地方公共団体（本市を除く。）その他これらに類する　

ものから別表に規定する事業に対する補助金の交付その他の

給付に係る決定を受けているもの又は当該決定を受ける見込

みのあるもの

(2)　市税を滞納しているもの

(3)　その他市長が適当でないと認めるもの

３　補助金交付の対象とする事業（以下「対象事業」という。）及び補助金交付の対象とする経費（以下「対象経費」という。）は、別表のとおりとする。

４　補助金の交付は、一の年度において一の中小企業者等につき、１回に限るものとする。

５　対象事業のうち展示会等出展事業、ホームページ作成支援事業については、一の中小企業者等につき、異なる年度で２回までの交付とする。
　（補助金の額）

第３条　補助金の額は、別表に定めるところにより、予算の範囲内において交付するものとする。この場合において、１，０００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

　（交付の申請）

第４条　補助金の交付を受けようとするものは、別表に定める期間内に、船橋市工業振興支援事業補助金交付申請書（第１号様式）に別表に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

（交付の決定）

第５条　市長は、前条の規定による申請を受理した時は、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その旨を船橋市工業振興支援事業補助金交付可否決定通知書(第２号様式)により、通知するものとする。

（交付の請求）

第６条　前条の規定による補助金の交付をする旨の通知を受けたものは、船橋市工業振興支援事業補助金交付請求書（第３号様式）に別表に掲げる書類を添えて、市長に請求するものとする。
（交付決定の取消し等）
第７条  偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、
　又は補助金の交付を受けた者があるときは、市長は、補助金の交付の決定を取り消し、船橋市工業振興支援事業補助金交付決定取消通知書(第４号様式)により、通知するものとし、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
（対象事業完了後の状況報告）

第８条　補助金の交付を受けたものは、交付年度の翌年度末に、企業の状況について、船橋市工業振興支援事業補助金状況報告書（第５号様式）により、市長に報告しなければならない。

（補則）

第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

別表（第３条、第４条、第６条）
	対象事業
	対象経費
	補助金の額
	申請期間
	「第１号様式」交付申請書に
添付する書類
	「第３号様式」交付請求書に添付する書類

	１
	国際規格認証取得事業
	審査料、登録料、コンサルタント料
	対象経費の３０％又は５０万円のいずれか少ない額
	取得後速やかに申請すること

３月３１日締切
	(1)補助申請書(別紙1)

(2)所要経費報告書(別紙3) 
(3)市税納付状況調査承諾書(別紙4)

(4)登録証の写し

(5)会社の定款及び会社概要

(6)商業登記簿謄本
(三月以内のもの)

(7)法人市民税納税証明書
(三月以内のもの)

(8)直近の決算書
(9)その他市長が必要と認める書類
	(1)「第２号様式」交付可否決定通知書の写し
(2)その他市長が必要と認める書類

	
	国際標準化機構が定める規格ＩＳＯ９０００シリーズ又はＩＳＯ１４０００の認証取得事業
	
	
	
	
	

	２
	エコアクション２１認証・登録事業
	
	対象経費の３分の１の額又は１０万円のいずれか少ない額
	
	
	

	
	環境省が策定したエコアクション２１ガイドラインに基づく認証・登録事業
	
	
	
	
	

	３
	産業財産権取得・登録事業
	出願料、出願手数料、審査請求料、登録料
	対象経費の３分の１の額又は１０万円のいずれか少ない額
	
	
	

	
	特許権又は実用新案権の取得・登録事業
	
	
	
	
	

	４
	展示会等出展事業
	主催者に支払う出展料、ブース借上料、展示装飾費（小間を装飾する経費及び備品リース料）
	対象経費の３分の１の額又は１０万円のいずれか少ない額
	出展後速やかに申請すること
３月３１日締切
	(1)補助申請書(別紙2)

(2)所要経費報告書(別紙3)

(3)市税納付状況調査承諾書(別紙4)
(4)出展決定のわかる書類
(5)会社の定款及び会社概要

(6)商業登記簿謄本
(三月以内のもの)

(7)法人市民税納税証明書
(三月以内のもの)

(8)直近の決算書
(9)その他市長が必要と認める書類
	

	
	国、自治体が主催、共催、後援し、開催期間における入場者数が概ね３万人を超える展示会等への出展事業
	
	
	
	
	


別表（第３条、第４条、第６条）
	対象事業
	対象経費
	補助金の額
	申請期間
	「第１号様式」交付申請書に

添付する書類
	「第３号様式」交付請求書に添付する書類

	５
	ホームページ作成事業
	新規に独自のホームページを作成するための外部委託料、又は販路拡張に向けたホームページを改修するための外部委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細については下記枠外注釈参照
	対象経費の３分の１の額又は１０万円（団体）、５万円（中小企業）のいずれか少ない額
	ホームページの制作や改修を開始する前に申請し、
同一年度の３月３１日までに事業が完了し、支払い処理が完了していること
※申請前に制作した場合や支払済の場合は補助対象外
	(1)補助申請書(別紙1)

(2)所要（見積）経費報告書(別紙3)

(3)市税納付状況調査承諾書(別紙4)
(4)委託費のわかる全ての書類
(5)会社の定款及び会社概要

(6)商業登記簿謄本
(三月以内のもの)

(7)法人市民税納税証明書
(三月以内のもの)

(8)直近の決算書
(9)改修の場合、今のホームページの写し

(10)その他市長が必要と認める書類
	(1)「第２号様式」交付可否決定通知書の写し
(2) 所要経費報告書(別紙3)
(3)制作・改修したページの写し

(4)その他市長が必要と認める書類



	
	市内の中小企業や工業団体等がPRや販路拡大のためホーム

ページを制作・改修する事業
	
	
	
	
	


※ホームページ作成事業は、外部委託したときの対象経費のみ補助対象とする。自社制作の場合は補助対象外。

※ホームページ作成事業における対象経費には、パソコン、デジタルカメラ、スキャナー等の機器購入費は補助対象外とする。なお、その他の経費においても、市長が不適当と認めたものは補助対象外とすることがある。
第１号様式
船橋市工業振興支援事業補助金交付申請書
年　　月　　日
    船橋市長あて
住所〒
名称

代表者役職氏名

印

連絡担当者

電話番号
船橋市工業振興支援事業補助金交付要綱第４条の規定により、船橋市長に対し、下記のとおり補助金の交付を申請します。
記
１．申請額　　　　　　　　　　　　　円
２．添付書類
別添のとおり

別紙１

補助申請書(国際規格/エコアクション２１/産業財産権/ホームページ用)
１．企業概要
	企業名
	
	代表者役職
氏名
	

	住所
	
	
	

	連絡
担当者
	
	電話
	
	FAX
	

	主な
事業内容
	

	ＵＲＬ
	

	メールアドレス
	

	貴社の強み（他社より優れているもの、技術・製品・人材等）

	


２．対象事業
	取得概要　（制作概要）※詳細は下記３・４で記入
	
	取得日　　　（完成予定日）
	

	★ホームページ制作に対する補助申請時は、下記も記入★

	委託会社
	
	委託費　　　（見積金額）
	

	★国際規格・エコアクション２１に対する補助申請時は、下記も記入★

	審査機関
	
	コンサル

タント名
	


３．取得理由（国際規格・エコアクション２１・産業財産権のみ）
	


４．制作、リニューアルの目的及び内容（ホームページのみ）
	


　※改修の場合は、今のホームページの写し全てと交付請求時に改修した箇所のホームページの写しを変更箇所がわかるようにして提出すること。
５．国・県・財団等から申請日より過去３年以内に受けたことのある及び今後１年以内に受ける予定のある補助金・助成金
	年度
	補助金の名称
	補助機関名
	内容
	補助金額

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


※記載欄が不足する場合は、別紙にて提出してください。
別紙２
補助申請書(展示会等出展用)
１．企業概要
	企業名
	
	代表者役職
氏名
	

	住所
	
	
	

	連絡
担当者
	
	電話
	
	FAX
	

	主な
事業内容
	

	貴社の強み（他社より優れているもの、技術・製品・人材等）

	


２．対象事業
	イベント名
	

	会場
	
	公式来場者数
	

	開催期間
	
	出展日
	


※案内チラシ、会場の様子の分かる写真、入場者数の分かるもの等を添付し
てください。
３．出展内容・理由
	


４．出展成果
	貴ブースへの訪問客数
	
	成約件数
	

	その他出展成果
	

	


５．国・県・財団等から申請日より過去３年以内に受けたことのある及び今後１年以内に受ける予定のある補助金・助成金
	年度
	補助金の名称
	補助機関名
	内容
	補助金額

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


※記載欄が不足する場合は、別紙にて提出してください。
別紙３

所要（見積）経費報告書
１．対象事業に要した（要する）経費内訳

・記載した経費の請求書（見積書）と支出が分かる領収書(写)を添付して下さい。（※ホームページ申請者は、この別紙３を申請時及び請求時にそれぞれ見積書（写）、領収書（写）と一緒に提出すること。）
	経費の内容
	金額

	①
	円

	②
	円

	③
	円

	④
	円

	⑤
	円

	⑥
	円

	⑦
	円

	⑧
	円

	⑨
	円

	⑩
	円

	合計
	円


　　※(　)内はホームページ申請者適用

記載欄が不足する場合は、別紙にて提出してください。
別紙４
市税納付状況調査承諾書

　船橋市工業振興支援事業補助金の交付を申請するにあたり、交付要件である市税滞納の有無について、経済部商工振興課において調査することを承諾いたします。

年　　月　　日

住所〒　
名称　
代表者役職氏名



印
電話番号

第２号様式
船橋市工業振興支援事業補助金交付可否決定通知書
船橋市商指令第　号
　　　年　月　日
　様
船橋市長
年　月　日付けで申請のあった船橋市工業振興支援事業補助金の交付について、下記のとおり決定しましたので船橋市工業振興支援事業補助金交付要綱第５条の規定により通知します。
記
１．交付する
交付決定額　　　　　　　　　　　　円
条件
１．補助金の交付のあった翌年度末に、船橋市工業振興支援事業補助金状況報告書（第５号様式）を提出すること。
２．交付しない
理由
第３号様式
船橋市工業振興支援事業補助金交付請求書
年　　月　　日
    船橋市長あて
住所〒
名称

代表者役職氏名

印

連絡担当者

電話番号
船橋市工業振興支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、船橋市長に対し、下記のとおり補助金の交付を請求いたします。
記
１．請求金額　　　　　　　　　　　円

２．添付書類
別添のとおり

３．振込先

	振込先
	銀行・　　　　　支店

	
	 FORMCHECKBOX 
普通・ FORMCHECKBOX 
当座
	口座番号　　　　　　

	
	フリガナ
	

	
	名義人氏名
	


第４号様式

船橋市工業振興支援事業補助金交付決定取消通知書
船橋市商指令第　号
　　　年　月　日
　様
船橋市長
年　月　日付けの船橋市工業振興支援事業補助金の交付決定については、下記理由により取り消しましたので、船橋市工業振興支援事業補助金交付要綱第７条の規定により通知します。
記
１．取消の理由

第５号様式
船橋市工業振興支援事業補助金状況報告書
年　　月　　日
    船橋市長あて
住所〒

名称

代表者役職氏名

印

連絡担当者

電話番号
船橋市工業振興支援事業補助金交付要綱第８条の規定により、船橋市長に対し、下記のとおり状況報告をいたします。
記

	１．交付決定日等
	　　　年　　月　　日、船橋市商指令第　　号

	２．対象事業の種類
	

	３．本補助事業による効果（具体的に数値等を記載して下さい）

	(1)売上高
	

	(2)経費
	

	(3)他社との取引
　（市内・市外）
	

	(4)新規雇用
　（市内・市外）
	

	(5)共同研究
　（市内・市外）
	

	(6)その他効果や

自由意見
	








812

